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スウェーデンの経済と生活の質
Swedish Economy and the Quality Life 

筆者が「スウェーデンの経済と福祉J(中央経

済社6月刊)を完成するためにスウェーデンを訪

問したのは、昨年の 9月、総選挙の時だ、った。そ

れから 1年後、今年の 9月に、菊池幸子先生と増

子研究員のおともをして「高齢者の生活の質」の

調査にスウェーデンを再び訪れることになった。

ストックホルムでは、慶応大学の飯野靖四さん

や古橋エツ子さんなど、スウェーデン研究の仲間

とも会い、食事をしながらスウェーデン論議に花

を咲かせた。ストックホルム大学のシーペン教授

と都市計画家の奥様と一緒に、雰囲気のよいレス

トランで、スウェーデン経済と住宅政策を論じな

がらスウェーデン料理を楽しんだのも、よい思い

出になったし、有益で、もあった。

ストックホルムは、観光的にはそれほど魅力あ

る都市とはいえないが、友人の家を訪れたり、魅

力あるレストランで食事したり 、安い入場料でオ

ペラやバレーを見たり、博物館やアンチック屈に

行く等、私にとって楽しみは少なくない。ストッ

クホルム市の観光案内ノfンフレツトによると、ス

トックホ/レムとその近郊には60近い博物館と美術

館があるが、私が、このところ毎年訪れる博物館

のIつは、グスタフ王が集めた古陶器で知られる

オリエンタ/レ博物館である。今回はたまたま訪れ

たのが木曜日だったので、入場料は無料だった。

一週間に 1度、入場無料の日を設けておくのも福

祉国家らしい。食事は湖畔の元貴族の館のスタル

メスタル・ゴールデン、宮殿のようなオペラ・シェ

ーレン、ガムラスタンの地下にある 5つの小さい

慶応義塾大学教授 丸尾直美

Prof. N aomi Maruo 

家などの古びたレストランも味わい深い。昨年は、

「日本の挑戦Jという著書で知られるホーカン・

ヘッドパーグ氏のイエレポ城に、招待されて、ル

ンド大学のB.ター/レベリ教授と湖に固まれたお

城で一泊させていただ、いた。まさに生活の質を享

受しに訪れた感じであった。スウェーデンは、高

齢者の住宅と住環境のよいことでも知られている。

昨年はお城に泊まっただけでなく、シニア住宅と

よばれる協同組合の住宅にも一泊させていただい

た。今回も前回も高齢者のグループ・ハウスをも

訪問できた。福祉の分野でも民営化の影響がみら

れる施設とサービスの質は相変らず高い。

しかし、今のスウェーデンは生活の質などと言

っていれない厳しい経済危機と通貨危機の最中に

ある。過去 1年の経済成長率はマイナス0.8%、

1990年には 1時、l.3%にまで下がった失業率が、

今は 5~6%に上昇した。通貨危機を乗り切るた

めに、年率換算500%という貸出利子率さえとっ

た。改めて福祉・生活の質と経済の安定成長との

両立の在り方が問われることになろう。
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スウェーデンの税制改革
Tax Reforms in Sweden 

高知大学人文学部教授藤岡純一

Prof. Junichi Fujioka 

1991年 1月 1日に実施された税制改革(一部 例えば、投資基金制度、棚卸資産の評価減制度な

1990年に実施)は、大変抜本的なもので、その どがあり、このため、法定税率は52%であったに

後のスウェーデン税制を大きく決定づけるもので もかかわらず、実効税率は20-25%であった。 こ

あった。この改革に先立つ1989年に、 4つの税制 れに対して、改革では、多くの特別措置が廃止さ

改革委員会、すなわち、個人課税改革委員会、企 れ、法廷税率が30%に引き下げられた。

間接税の改革には、問題点も多い。スウェーデ業課税改革委員会、間接税改革委員会、インフレ

調整所得税委員会が、長期的な観点に立脚した税

制改革案を発表した。これらの委員会報告が、一

部修正され、 1990年 6月に議会で可決された。

ンには他のヨーロッパ諸国と同様に付加価値税 釘

(これらの委員会報告と改革についての詳細は、

拙著 『現代の税制改革一一世界的展開とアメリカ

・スウェーデン』法律文化社、 1992年5月を参照

されたい)

その改革の第一の特徴は、勤労所得に対する国

所得税が85%の納税者にとって廃止され、地方所

得税のみになるとともに、国所得税の税率が大き

く号|き下げられたことである。地方所得税(県、

コミューン、教区)の税率はそれぞれの自治体に

よって異なるが、平均して31%である。

第二に、資本所得(利子や土地・有価証券のキ

ャピタル・ゲイン)に対する不統ーな課税が改革

され、地方所得税と分離して30%の国税が課せら

れた。それまでは、資本所得の種類や、資本の保

有期間などによって課税の仕方が異なり、このこ

(日本の消費税)があるが、その税率は、改革前

には23.46%(税込み価格に対して19%)であっ

た。ただし多くのサービス、{列えば、レストラン

やホテルには税率が軽減されているが、または非

課税であった。これが改革によってすべてのサー

ビスにも基本的に同税率で課税されることになっ

た。また、 一時的な引き締め政策として、税率が

25%に引き上げられた。この直後に倒産したレス

トランも多いという。また、環境税が導入された。

これらの間接税の改革によって、上昇しつつあっ

た消費者物価がさらに押し上げられた(1991年後

半から沈静、この反対に失業率が急上昇)。ただ

し、年金や諸手当は物価調整された。

新しい所得税の税率は、地方所得税の約31%と

国所得税の20%の二段階で、ほぽ比例税であるが、

スウェーデンでは、住宅手当や児童手当が手厚く、

ニれらを考慮すると、所得が低く扶養児童の多い

とが租税回避の大きな手段になっていた。 家計ほど税負担は低くなる。また、高資産家に対

税率の引き下げと資本所得に対する分離課税に しては、累進的な富裕税(純資産税)があり、こ

より、支払利子の控除による課税所得の大きな圧 れが所得税を補完している。

縮は回避された。多くの資産家は、借金で家やボ 広い意味でのスウェーデン税制の特徴の一つは、

ートなどを購入して、その支払利子を課税所得か 社会保障負担が雇主負担になっており、従業員の

ら控除することによって高い税率による課税を回 負担のないことである(自営業者の負担はある)。

避してきた。これらと合わせて、プリンジ・ベネ この負担には、健康保険、年金、労災、失業保険

フィットに対する課税が公平と簡素の要請から、 の他に、親(児童介護)保険、成人教育保険があ

強化された(例えば、社用車の私的利用に対する る。親保険は、育児休暇時等の所得補償に充てら

課税の強化)。 れる。

法人税について、改革前は、多くの特別措置、 1991年の改革では実施されなかったが、 1989
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年の委員会報告には、固から地方への特定(ひも

っき)補助金の廃止が提案されていた。これは、

国の地方への支配を弱め、権限をできるだけ住民

の身近なところに降ろすという地方分権化の考え

の反映であった。この特定補助金の廃止とその一

般補助金化は、今年6月の議会で可決され、来年

1月より実施される(ただし対地方財政の合理化

とセットになっている)。

スウェーデンにおける税負担は一般的に高い。

1984年の世論調査では、多くの国民は社会福祉の

水準を引き下げてまでも、税負担の引き下げを要

求していなかった。福祉国家についての国民の合

意ができていた。現在、穏健(保守)党を中心と

した四党連立政権のもとで、病気時の所得補償や

労災認定などに関して、福祉水準の一定の切り下

げが進行しているが、積極的な失業対策を行わな

かったり、図書の貸出にまでも料金を課すことに

対して、批判も高まってきており、長期的にみて、

分権型福祉国家は決して揺らぎそうにないように

も思える。

ウメオ大学の調査によれば、 1991年の税制改革

から 1年半経過した現在、多くの国民がこの改革

に好感を抱いている。ただし、貧困層には間接税

の引き上げが負担増を伴っていたことは疑い得な

し〉。

(付記 1)1992年(一部1993年から)の税制改

革は以下の通り。

.20%の国税の課せられる課税所得は186.600ク

ローノル以上。

・基礎控除と国所得税の課税最低限の物価スライ

O
 

R
B
 
• 1993年から資本所得に対する税率が30%から25

%に号|き下げられる。有価証券のキャピタル・ゲ

インに対する税率は、 1992年より25%に引き下げ

られた。

-支払利子控除の一般的制限が、赤字の税額控除

の制限に取って替わられた。その制限は、 1992年

には、 100.000クローノ jレを越える赤字の21%、

1993年には18%。

・私的年金保険の利回りに対する課税は、 1992年

より 15%から10%に引き下げられた。ユニット・

ファンドなどの余剰金に対する税率が30%から25

%に引き下げられた。

・一般的賃金負担の廃止。このことにより、総社

会保険負担は、給与総額の34.83%になった。そ

して特別給与税は、 2l.85%になった。

-稼動資産に対する富裕税が廃止された。 1992年

には、 800.000-1.600.000クローノルの課税資産

に1.6%の税率で課税され、それを越える純資産

には、 2.5%の税率で課税される。 1993年には、

800.000クローノ/レを越える純資産にl.5%の比

例税率で課税される。

-食料品、観光、旅行等に対する付加価値税の税

率が18%に引き下げられた。

-有価証券取引税の廃止、など。

(付記 2)1992年 6月の議会で決定した1993年

税制改革は以下の通り。

・付加価値税は次年から25%から22%に引き下げ

られる。

-標準控除は1994年評価から廃止される。

・エネルギー税は、 1993年 1月1日より、家計に

は引き上げられるが、工業には引き下げられる 0

・不動産税は、 1993年 1月1日より、商業地域で

は廃止される。

*これらのエネルギー税、付加価値税、そして標

準控除の改革は、すべて結合した税制改革である

と言われている。すなわち、工業と温室経営がよ

り低いエネルギー税と二酸化炭素税になるように、

他のすべてに対するエネルギー税が引き上げられ

なければならない。引き上げられたエネルギー税

の補償をするために、付加価値税が引き下げられ

る。号|き下げられた付加価値税は家計を過剰に補

償すると考えられる。それゆえ、 4000クローノル

の標準控除は廃止される。

そのほかに、引き上げられた二酸化炭素税がス

ウェーデンの運送業の競争力を悪化させないため

に、重交通 (tungatrafiken)のキロメートル税

が軽減される。

ブティックや事務所のような商業地域の不動産

税は、他の税制改革と結合してはいない。この税

は、工業不動産と農業不動産が不動産税を逃れる

ために引き下げられる。そのほかに、不動産市場

(そして不動産価値に基礎をおく信用市場)は、

緩和を必要としていると考えられている。

(3 



ILO統計にみるスウェーデンの社会保障の特徴
Characteristics of Swedish Social Security as observed is ILO statistics 

国際労働事務局 (IL 0) は、 3年ごとに社会

保障の国際比較統計を発表している。今年発表さ

れたものは、 1986年までの各国の社会保障関連の

統計を納めたものである。この統計から、スウェ

ーデンの社会保障の特徴を見てみよう。

関西大学教授 ー園光晴

Prof.恥1itsuyaIchien 

れている。 ILOは、 1978年以来、 ミーンズテ

ストを伴わない普遍的なサービス制度を「社会保

険と類似制度」という項目に含めるよう改めたの

で、スウェーデンやイギリスの社会保障の特徴で

もある公共サービスとして提供される保健医療サ

ービス制度なども、すべて「社会保険と類似制

度」の中に含まれることになった。そのためスウ

図1には、主要国の社会保障支出の対国内生産

比の推移を示している。 1986年のスウェーデンの

社会保障支出の規模は、対国内総生産比で31.3%

で、比較国中最高である。最低の日本は12.2%で

あるから、その2.6イ音になる。フランスも28.9%

と高水準を維持している。中聞に位置するのが

23.4%の西ドイツと20.4%のイギリスである。

日本と、 12.5%のアメリカが下位グループを形成

している。

ェーデンの社会保障給付は、 0.5%の 「公的扶助 ム与

と類似制度」を除けば、「社会保険と類似制度J ~ 

福祉国家モデルとしては、北欧諸国とイギリス

が思い起こされるが、社会保障の規模で見る限り、

イギリスは高支出国ではない。それはサッチャ一

政権が誕生するず、っと前の、 60年代70年代からの

と「児童手当」で占められることになる。人々を

貧困から救済する最後の安全網としての「公的扶

助と類似制度」の規模が極端に小さいのもスウェ

ーデンの特徴といえるであろう。この点は、その

規模が全体の 4分の l近くにも達するイギリスと

対照的である。イギリスでは、普遍的な給付制度

が十分な役割を果たせず、多くの人は公的扶助や

類似制度でその不足を補っている。

「公的扶助と類似制度」がイギリスの次に多い

ことである。スウェーデンは社会保障支出の規模 J のはアメリカである。全国民を対象とする普遍的

からしても福祉国家の面目躍知たるものがあるが、 な医療保険がなくて医療扶助の規模が大きかった

必ずしもスウェーデンが飛び抜けているというわ

けではない。特に60年代の中ごろまでは、むしろ

ドイツやフランスを下回っていた。

戦後、スウェーデンやイギリスが福祉国家の代

表と言われたのは、これらの国で全国民を平等に

保障する総合的・包括的な社会保障制度が整備さ

れたからであった。その後、一律平等の給付制度

の限界が明らかになるにつれ、 60年代に入るとイ

ギリスやスウェーデンでも所得に比例する給付制

度を導入するようになるが、スウェーデンが所得

比例制度の発展に成功したのに対して、イギリス

はこれを十分に発展することができないでいる。

スウェーデンの社会保障の規模がトップにのし上

がったのに対して、イギリスのそれが低迷してい

るのは、このような理由によると考えられる。

図2には、各国の社会保障の給付の内訳が示さ

4 

り、また普遍的な児童手当のかわりに母子に対す

る公的扶助が発展するなど、アメリカの社会保障

の特徴は公的扶助を中心としている点である。と

ころで生活保護の保護率が極端に低い日本で、

f公的扶助と類似制度がある程度の規模になって

いるのは、低所得層を中心に提供されている社会

福祉サービスが含まれているからである。

図3は、各国の社会保障の財源の違いを示した

ものである。スウェーデンやイギリスでは、フラ

ンスや西ドイツに比べて社会保険料収入が少なく、

アメリカと日本はその中間である。この図では、

給付を比較した図 2よりもはっきりと、社会保険

中心のフランスや西ドイツと、財源の多くを税収

に依存するスウェーデンやイギリスとの違いが出

ている。

社会保険の保険料は本人と雇主とで分担するの

ぺ自



が一般で、どちらがどの程度負担するかは国によ

りまた制度により違っている。この点スウェーデ

ンは極端で、社会保険の保険料はほとんど雇主が

負担している。本人がある程度の保険料を払って、

その見返りとして給付を受ける制度を社会保険と

定義すれば、スウェーデンには社会保険がないこ

とになる。もちろんこれは極端であって、雇主が

全額支払ってはいるが、本人が受ける給付は雇主

が本人に代わって支払った保険料に関連づけられ

ており、税金でまかなわれる一律給付とは基本的

に異なる。それにしても、このような形で保険料

の合理化ができたのは、人々の聞で大きな所得格

差がなく、財源の調達方法がどうであれ、その財

源で支給される給付やサービスが、人々の聞でほ

ぽ平等に配分されるという状況があり、かっ人々

がそのことを実感として理解できているからでは

ないかと考えられる。他の国では、保険料として

f ムった場合にのみ強く感じることのできる、見返

りを期待する意識が、スウェーデンでは租税一般

にも感じとられ、それが、社会保険方式でなくて

も、誰もが利益を期待できる社会保障のための高

い負担を支える基礎になっているように思われる。

社会保険料以外の財源で大きいのは国庫の負担

であるが、スウェーデンの場合、医療サービスの

費用を県が負担していることもあって、地方の負

担が大きいことが特徴である。イギリスも同じく

公共サービスとして医療を提供しているが、国の

予算で実施されているので当然国の負担となって

いる。社会保険が十分でないアメリカの社会保障

の特徴は、財源構成を示したこの図にも表れてい

る。

日本は、基本的には社会保険を中心に社会保障

を構成しているが、人口に占める雇用労働者の比

率が低い中で皆保険、皆年金を達成し、自営業者、

農林漁業者、零細事事従業者などを対象とする国

民健康保険や国民年金の比重が高く、これに多額

の国庫負担を支払ってきた。日本の社会保障の財

源に占める国庫負担の割合が高いのはそのためで

ある。またこの図では「その他」に含めているが、

日本、アメリカ、スウェーデンでは利子収入も少

なくなく、それぞれ15.2%、11.7%、10.5%の順

であった。

図| 各国社会保障支出の対国内総生産比の推移
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議会オンブズマンに関する広報資料(翻訳)
(議会オンブズマン事務局発行、 1984)

JO 1984， Riksdagens Ombudsman 

1.オンブズマン (0) とは何か

議会オンブズマンの略語であるJOは、官庁及

び公務員が法令に従って自らを正し、その他自ら

の義務を遵守するように監督する、国会によって

選任された者である。

監督は、一般の者からJOに送付されてくる告

発状よりなされる。 JOはまた自分のイニシャテ

ィブで官庁の活動の仕方を統制する。

JOは立法の欠陥を除去するために活動する。

JOは4人おり、その 1人は行政的な長であり、

オンブズマンの活動全体の方向を決定する。 4人

のオンブFズマンは共通の事務所を保有する。事務

所には約60人の職員が配置されている。職員の半

数強は法律家である。

JOは一期4年で選任される。 JOが法律家でな

ければならないという形式的な要件は存在しない。

1941年にJOが男性でなければならないという要

件は削除された。

JOは国会によって再任され得る。国会はまた

JOを解任することができる。

2. どのような事柄について

不服を申立てられるか

常磐大学教授坂田仁

Prof. jin Sakata 

株式会社及び財団は、それが国立又はコムーン

所属(公立)のものであっても、官庁ではない。

新聞、ラジオ/テレビ及びジャーナリストは、

JOの監督に服さない。労働組合、保険会社並び

に個人開業医及び弁護士もJOの監督に服さない。

JOは、私的な争訟を調査の対象にしない。

3. どのように申立てたらよいか

誰でもJOに苦情をいうことができる。無能力

者であれ、外国人であれ、 JOの援助を求めるこ

とができる。拘置されている者又は保護施設に収

容されている者もJOに手紙を書くことを妨げら

れない。

JOへの苦情申立てには費用は一切かからない。

申立で事件は書面によるべきである。文書の書

式に制限はない。スウェーデン語で書く必要もな

いし、タイプライターを用いる必要もない。苦情

申立て文書の例は、このパンフレットの裏表紙に

のせである。

文書には、苦情事件のかかわる官庁又は公務員、

官庁が何を行い、又は怠ったか、並びに、全てが

何時発生したかを述べなさい。文書には氏名、住

所を記載しなさい。事件を明らかにする書類、例

rn 
μ
 

民ヨ

国会は、 JOが下記の官庁を監督することを定 えば、所得の申告の違反に関する課税委員会から

めている。 の通知又は強制執行の証拠のコピーを是非送付す

国の市民的及び軍事的官庁

コムーンの官庁

これらの官庁の公務員又は職員

官庁の事務を伴う職にあり又は委託を受けて

いるその他の者

JOは、下記のものについては監督を行わない。

例えば、

マ政府及び国務大臣

マ国会議員

マ コムーン議会の議員

JOは、相互に監督をし合う。

6 

ること。文書は、

議会オンブPズマン

BOX XXXXX 1XX XX Stockholm 

に送付すること。

注意:

JOは判決又は決定を変更することはできない。

判決又は決定に不服のある者は上級審に上訴す

ることができる。上訴を何時どのように行うかは、

判決文は決定によって決まる。

JOは、 2年以上以前の事件については例外的

にのみ取り上げる。
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4.で会オンフ。ズマンは之のよう活動する。

JOはl年に3，800もの告発状を受け取っている。

郵便物が開被されると記録される。各々の告発

状は文書の交換に用いられる一連番号を付される。

JOからの書簡は公のものであり、秘密法に定

める例外を除き、誰でもそれを受領できる。それ

故、郵便物は、 JOの聞に分配される以前に数時

間公開される。

その後にJOは告発状をどう処理するか決定す

る。 JO事務所の法律家が調査開始の委託を受け

る。 JOに告発された官庁又は公務員は、意見を

述べる機会を与えられる。 JOは事実を明らかに

する書類の入手を要求することができる。口頭の

審理も行われる。

原則として、調査結果は、告発者に送付される。

告発者は述べられたことに反証を上げることがで

き、調査の継続が必要だと指摘できる。

処理が完了したとき、 JOはその決定を書き、

それは告発者と意見を述べた官庁とに送付される。

ときにはJOは、自ら調査する代わりに、他の

機関にその処理をさせるため告発状を移送するこ

とがある。

5.議会オンブズマンのイニシャティブ

JOは、自らのイニシャティブで事件を取り上

げることができる。新聞やラジオやテレビの記事

がJOに調査を開始させる。

JOは、その他にさまざまな官庁、例えば、税

務事務所、執行官事務所、地方裁判所、警察本部、

州庁、精神医学クリニツク、社会福祉委員会、保

険事務所、箪の事務所、矯正保=謝包設など国及び

コム←ンの官庁を監査する。

6.議会オンブズマンの回答

JOに書簡を送った全ての者は、住所と氏名と

を明らかにすれば、 JOからの回答を受け取る。

一部の書簡は直ちに回答される。なんら基本的

な調査を必要としないからである。例えば、告発

者がどこへいったらよいかJOが助言するだけで

充分で、ある。その他の場合にはJOからの回答が

遅れることがある。それは、事件を調査するのに

どのくらいの仕事量とどのくらいの時間が必要か

-・・圃・・・・・

ということに依存している。

多くの場合告発事件は、些細なものかず、っと以

前に起きたものにかかわっている。その場合JO

は何の調査もしない。 JOが事実を取り上げない

他の理由は、その事実が他の官庁がそれを扱うこ

とができるということである。あるいは、告発事

件がJOの監督下にない者に関する場合である。

7.結果

JOが関与しているという状況自体が効果をも

っ。 JOに告発がなされた官庁はそれを知ること

ができ、迅速にあり得る過誤を改めるのが習慣に

なっている。この方法で事実が解決することが多

い。告発者が到着を期待している回答が届いたり、

金銭が支払われたり、などである。

過誤と怠慢とは毎年500件以上確認されている。

そのうちの 2-3件が起訴又は懲戒処分(例えば、

警告又は減給)になる。その他の過誤は多かれ少

なかれJOの決定の中できびしく批判される。

多くのJOの調査は、過誤が犯されていなかっ

たことを示している。また、あらゆる努力にもか

かわらず発生したことについての証拠を得ること

ができないこともある。

注意 :JOの決定には上訴することはできない。

8.世界中のオンブpズマン

スウェーデンは最初のJOを1810年に採用した。

これに遅れて1919年に初めて他の国フィンランド

がJOを選任した。 1955年にデンマークが同様な

職務を設け、続く数十年の聞にこの考えは世界中

に広まった。今日では民主主義的な支配形態をと

る多数の固にオンフ'ズマンが存在する。

9.オンブPズマンについて知るには

JOは、毎年10月に業務報告を提出する。業務

報告には、前予算年度(7月1日-6月30日)に

おけるJOの活動の説明が含まれている。

業務報告は、スウェーデン全国の官庁に送付さ

れる。またすべての図書館にも存在する。だれで

も国会の印刷局で業務報告を購入することができ

3 グ 山弘ご二みず
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《研究会報告》

夏休みを迎える前の 7月29日(水)午後2時から 4時までの当研究所顧問である小野寺百合子先生を

お久しぶりに講師にお迎えして、スウェーデンの社会福祉政策における新しい動向について社会省の予

ス
ウ
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ン
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会

研

究
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眼

目

発

行

第

M
巻

算案に基づいて講演して頂いた。

テーマは、ずばりrIスウェーデン社会省予算案1992~1993J について』 である。スウェーデンでは

7月1日から新年度がスタートだが、穏健党を中心とする新政府による社会福祉への政策対応は、選挙

後から注目されるところであったが、社会省の予算案は、 「選択の自由革命」という大胆な標題のもと

に、前年度とはがらりと違った展開になっていることが説明された。医療への民間活力の導入や年金制

度の見直しなどの大枠の組み替えとともに実際の社会福祉の対象者や各事項に関する細かい対応が示さ

れており、非常に多岐に渡るものであることがそのお話から判明した。解説して頂いた新しい予算案か

ら、スウェーデンの社会福祉政策は、以前とは違った変化を始めたことは確かのようである。

スウェーデン、海外流出入口が流入人口を下回る

中央統計局編纂の「海外移民の実態J(Utvandrareγen ar det?) というレポートが出されたが、その

目的は我国から海外へ移住する人々のグループ的特性に関する知識を増やすことである。以下、同レポ

移民レポー卜:くSIPニュース〉

一トの骨子。

1930年まで、スウェーデンは海外への移{主人口が圏内への流入人口を上回る国であったのが、
第

9
号

それ以

来、状況が逆転した。

過去20年間の海外流出者に関する研究はこの分野の将来の発展における予想及び討議の基礎として有

毎
月
l
回
お
日
発
行

用である。

スウェーデンから海外への移民に関する統計データは1851年より存在し、 1851年~1930年の聞に、お

よそ140万人の人々が国外へ移民していった。一方の海外から我国への移民数はその聞に40万人にすぎ

ところが、 1930~1990年間になると、海外への流入人口100万人に対し、我国への移民は

編
集
責
任
者自

なかった。

170万人に達した。

第二次世界大戦前には、海外への移住者の80%が米国へ向かったし、逆に、我国への流入者(大半が

スウェーデ、ンへの引揚者)の50%が米国からの移民であった。戦後は、スウェーデンへの最大の移民グ

ループは近隣のスカンジナビア諸国民より構成されるようになったが、労働力の需要が高かった1960年

代、 1970年代には、ギリシャ、ユーゴスラビア、イタリアからの移民が増えた。また、最近は、政治亡
ハ
害
事
一
サ
失

発
行
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人
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会
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命を求める人の数も増えた。

今日では、我固から海外に移住していく人の大多数はかつて移民として我国にやってきた人々である。

1968~1990年間に、スウェーデンを後にした人々の 3 分の 2 以上が外国人であり、残りの10%だけがス

ウェーデン人であった。つまり、 1970年前後に我国に移住した人のおよそ半数が80年代後半までに、ス

ウェーデンを去っているのである。移民全体の平均滞在年数は15年であるが、再び、我国を去っていく人

のみをカウントした場合、その滞在年数の平均はわずか 2、3年である。とりわけ、近隣のスカンジナ

ビア諸国からの移民は我国に永住せず、に帰国する割合が高い。 1860年には、外国生まれの人がスウェー

デンの総人口に占める割合はわずか0.2%であったのが、今日では10%にも達している。

海外への移住者の教育水準に関するデータについていうと、外国人の場合は不備であるが、スウェー

デン人の場合は信頼できる。すなわち、 1980年には50%の学歴が大学卒でなく、大学卒業者は全体の 3

分の一程度であった。また、 1970~1986年間に文学修士号もしくは博士号を取得した人の6.6%が海外

に移住していった。なお、これらの資格を得た人の60%がスウェーデン人であった。 (SIP183/92) 
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